
     第４次蒲郡市男女共同参画プラン策定基礎調査業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 第４次蒲郡市男女共同参画プラン策定基礎調査業務に係る公募型プロポーザ

ルの各種手続、要件及び審査等の内容については、次のとおりとする。 

第１ 業務の目的 

  蒲郡市は、多様な個性を生かした魅力のあるまちの実現に向け、令和３年６

月に第３次蒲郡市男女共同参画プラン（以下「３次プラン」という。）を策定

し、基本目標に「１男女共同参画の意識づくり」「２女性の活躍推進（蒲郡市

女性活躍推進計画）」「３ワーク・ライフバランスの実現（蒲郡市女性活躍推

進計画）」「４あらゆる暴力の根絶（蒲郡市ＤＶ防止基本計画）」「５安全・安心

なくらしの実現」「６男女共同参画のさらなる推進」を掲げ、各種施策を進め

ている。 

  本業務では、本計画の計画期間（令和３年度から令和７年度までの５年間）

終了を控え、第４次蒲郡市男女共同参画プラン（以下「４次プラン」という。）

の策定に必要な基礎調査を実施し、本市の特性や地域の実情を踏まえた４次

プランを策定することを目的とする。 

第２ 業務の概要 

 １ 業務名 

   第４次蒲郡市男女共同参画プラン策定基礎調査業務 

 ２ 業務内容 

   別紙「第４次蒲郡市男女共同参画プラン策定基礎調査業務仕様書」のとお

り 

 ３ 業務期間 

   契約締結日から令和７年３月３１日まで 

   基礎調査業務は令和６年度、策定業務は令和７年度の委託業務とする。令

和７年度の策定業務契約については、別途プロポーザルによる選定を予定し

ている。 

 ４ 契約上限金額 

   金３，７１８，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

第３ 担当部局 

 〒４４３－８６０１ 蒲郡市旭町１７番１号 

 蒲郡市市民生活部 協働まちづくり課 ダイバーシティ担当 

 電話 ０５３３－６６－１１７９ 

 ファックス ０５３３－６６－１１９６ 

 電子メール kyodo@city.gamagori.lg.jp 

第４ 参加資格要件 



  公募型プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は、

次のすべての要件を満たしていること。 

 １ 蒲郡市入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）において、調

査委託の入札参加資格について登録されていること。ただし、同資格者名

簿に登録されていない場合は、速やかに登録の手続きを行うこと。 

 ２ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

 ３ 公募の日から契約締結日までのいずれの日においても、本市契約に係る

指名停止の措置を受けていない者であること。 

 ４ 「蒲郡市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成２

３年４月１日付け蒲郡市長・蒲郡警察署長締結）に基づく排除措置を受け

ていないこと。 

 ５ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき

再生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続

開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を

除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。 

 ６ 平成２７年度以降に、国又は地方公共団体が発注する男女共同参画プラ

ンに関する同種・同類業務を履行した実績を有する者であること。 

第５ 参加表明手続 

 １ 参加表明書の提出 

   参加希望者は、次のとおり参加表明書及び資料（以下「参加表明書等」と

いう。）を提出しなければならない。 

   なお、期限までに参加表明書等を提出しない者又は参加資格要件に該当

しないと認められた者は、このプロポーザルに参加することができない。 

  ⑴ 提出書類 

   ア 参加表明書（様式１） 

   イ 会社概要（様式は任意） 

   ウ 業務実績の分かるもの（様式は任意） 

  ⑵ 提出期限 

    令和６年５月７日（火）午後５時必着 

  ⑶ 提出場所 

     第３ 担当部局と同じ。 

  ⑷ 提出方法 

    電子メールとする。 

    ※必ず到達の有無を電話で確認すること。 

  ⑸ 提出書類作成時の留意事項 



     書類サイズはＡ４、縦長、左綴とすること。 

 ２ 参加表明に関する質問 

   参加表明書の提出にあたり質問がある場合は、次に定めるところにより

質問すること。 

  ⑴ 質問の受付場所 

     第３ 担当部局と同じ。 

  ⑵ 質問の受付期間 

     公告の日から令和６年４月２５日（木）午後５時まで 

  ⑶ 質問方法 

質疑応答書（様式２）を電子メールにより提出すること。 

  ⑷ 回答の確認方法 

蒲郡市ホームページ上に当該回答内容を掲載するので、質問の有無に関

わらず確認のこと。 

     https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kyodo 

 ３ 参加資格の確認等 

⑴ 参加資格要件の確認及び提案書提出の要請 

  第４に定める参加資格要件に該当するか確認を行い、令和６年５月１５

日（水）に次に掲げる事項を記載した確認結果通知書を通知する。併せて、

参加資格要件を有する者に、提案書の提出を要請する。 

 ア 参加資格を有すると認めた者にあっては、参加資格がある旨及び提案

書の提出を要請する旨 

 イ 参加資格を有しないと認めた者にあっては、参加資格がない旨及びそ

の理由並びに所定の期限までに理由について説明を求めることができ

る旨 

⑵ 参加資格を有しないと認めた者は、その理由について、次のとおり書面

（様式は任意）により市長に対し説明を求めることができる。 

 ア 提出期間 

   令和６年５月２０日（月）までの休日を除く午前９時から午後５時ま

で 

 イ 提出場所 

   第３ 担当部局と同じ。 

 ウ 提出方法 

   持参によること。（電子メール、ファクス又は郵送によるものは受け

付けない。） 

  ⑶ 市長は、⑵の説明を求められたときは、令和６年５月２２日（水）まで

に説明を求めた者に対し理由説明書を通知する。 



第６ 提案書の作成要領 

  提案書の提出を要請された者（以下「提案者」という。）は、次に定めると

ころにより提案書を作成し、提出するものとする。 

 １ 提案内容 

   提案書の作成に当たっては、次の事項について提案すること。 

  ⑴ アンケート調査方法 

  ⑵ アンケート調査対象及び調査項目 

  ⑶ 調査結果の分析手法 

  ⑷ 基礎調査における３次プランとの関連について 

  ⑸ 基礎調査における４次プランとの関連について 

  ⑹ ４次プランに取り入れるべき重要な視点や施策 

  ⑺ 第４次蒲郡市男女共同参画プラン策定委員会運営支援について 

 ２ 提案書の書式 

  ⑴ 提案書の様式は任意とする。 

  ⑵ 業務に係る事業費積算内訳（様式は任意）を添付すること。 

３ 作成上の注意事項 

⑴ 書類サイズは原則として、Ａ４、縦長、左綴とすること。 

⑵ ページ数は３０ページ以内とし、文字のフォント及びサイズは原則と

してＭＳ明朝１２ポイントとすること。 

 ４ 提出方法等 

  ⑴ 提出期限 

    令和６年６月１２日（水）午後５時必着 

  ⑵ 提出場所 

    第３ 担当部局と同じ。 

  ⑶ 提出方法 

    ＰＤＦ形式で電子メールにて提出すること。 

    ※必ず到達の有無を電話で確認すること。 

 ５ 提案書等の著作権等の取扱い 

  ⑴ 提案書等の著作権は、当該提案書等を作成した者に帰属するものとす

る。 

  ⑵ 市は、プロポーザル方式の手続及びこれに係る事務処理において必要

があるときは、提出された提案書等の全部又は一部の複製等をすること

ができるものとする。 

  ⑶ 市は、提案者から提出された提案書等について、蒲郡市情報公開条例

（平成１０年蒲郡市条例第１号）の規定による請求に基づき、第三者に開

示することができるものとする。 



 ６ 提案書作成に関する質問 

   提案書の作成にあたり質問がある場合は、次に定めるところにより質問

すること。 

  ⑴ 質問の受付場所 

    第３ 担当部局と同じ。 

  ⑵ 質問の受付期間 

    令和６年５月１７日（金）から令和６年５月３１日（金）まで 

  ⑶ 質問方法 

    質疑応答書（様式３）を電子メールにより提出すること。 

  ⑷ 回答 

    令和６年６月５日（水）、提案者全員に電子メールにより回答する。 

第７ 失格事項 

  次のいずれかに該当した者は、その者を失格とする。 

 １ 参加資格要件を満たしていない場合 

 ２ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

 ３ 実施要領等で示された、提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留

意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

 ４ 契約上限金額を超える提案をした場合 

 ５ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

第８ 提案書の審査及び評価 

 １ 選定委員会の設置 

   提案書の審査、評価及び受託候補者の特定を行うため、第４次蒲郡市男女

共同参画プラン策定基礎調査業務プロポーザル選定委員会（以下「選定委員

会」という。）を設置する。 

 ２ プレゼンテーション等の実施 

   選定委員会において、提案内容をより理解するため、提案書に係るプレゼ

ンテーション及びヒアリングを次のとおり行う。なお、提案者が５者以上の

場合は、提案書の審査を事前に行い、選定委員会において選定された者につ

いてのみプレゼンテーション等を行う。 

  ⑴ 実施方法 

   ア １者ずつの呼び込み方式とし、１者の持ち時間は説明１５分、質疑１

０分の計２５分とする。 

   イ プレゼンテーションの順番については、提案書の受付順とする。 

   ウ 提案追加資料の配付は禁止するが、提出された提案書と同一の図案

や写真を用いた説明用パネル等の使用は可能とする。 

   エ プレゼンテーション等の説明者は、補助者を含めて３名までとする。 



   オ 欠席をした場合は、提案書の審査、評価及び特定から除外する。 

  ⑵ 実施日及び場所 

    令和６年６月１９日（水） 蒲郡市役所３０５会議室 

    ※時間等詳細については、別途通知する。 

 ３ 審査項目及び評価基準 

   提案書及びプレゼンテーション等により、次の審査項目について、評価基

準に基づき審査及び評価を行う。 

審査項目 評価基準 配点 

①実施体制 ・業務を実施できる人員、技術力が確保されて

いるか。 

・本市の要望等を迅速、柔軟に対応できるか。 

１０点 

②業務実績 ・同種、同類の業務経験を有しているか。また、

その知識、ノウハウ、経験等を十分活かすこと

が期待できるか。 

１０点 

③提案内容の

的確性 

・蒲郡市の特性、課題を踏まえた提案であり、

業務の目的を正しく理解し、その実現に有効な

方針が示されているか。 

２５点 

④提案内容の

独創性 

・提案内容に独自性があり、新たな視点からの

工夫があるか。 

１５点 

⑤提案内容の

実現性 

・実施方法が具体的で円滑な業務履行が可能

か。 

・全体的に整合性が図られ現実性を有した提案

であるか。 

２５点 

⑥価格の妥当

性 

・金額に妥当性があり、効果が高い提案である

か。 

１５点 

 ４ 受託候補者の特定方法 

   選定委員会において、３の審査及び評価を踏まえ、受託候補者の特定を行

う。各委員が提案者ごとに評価し、その採点により各提案者に順位を付け、

原則として第１順位の最も多い提案者を受託候補者として特定する。ただし、

第１順位の最も多い提案者が２者以上いるときは、選定委員会において、各

委員の採点結果を踏まえた上で、合議により特定する。 

   選定委員会の審議により、当該業務の内容に適合した履行の確保が見込

めないと判断された場合には、受託候補者を特定しない。 

 ５ 審査結果の通知 

  ⑴ 受託候補者を特定したときは、速やかに提案者に対し、次の事項を通知

するものとする。 



   ア 受託候補者名 

   イ 受託候補者にあっては、今後の契約手続の旨 

   ウ 受託候補者とならなかった者にあっては、その理由及び所定の期限

までに理由について説明を求めることができる旨 

  ⑵ 受託候補者とならなかった者は、その理由について、次のとおり書面

（様式は任意）により市長に対し説明を求めることができる。 

   ア 提出期間 

     ⑴の通知日から７日間の休日を除く午前９時から午後５時まで 

   イ 提出場所 

     第３ 担当部局と同じ。 

   ウ 提出方法 

     持参によること。（電子メール、ファクス又は郵送によるものは受け

付けない。） 

  ⑶ 市長は、⑵の説明を求められたときは、令和６年７月１０日（水）まで

に説明を求めた者に対し理由説明書を通知する。 

 ６ 特定結果の公表 

   受託候補者と契約を締結したときは、次の事項を公表するものとする。 

  ⑴ 業務名 

  ⑵ 業務内容及び業務期間 

  ⑶ 受託者の名称及び所在地 

第９ 契約に関する基本事項 

 １ 契約の締結 

   契約に当たっては、本市と受託候補者が当該業務について協議を行い、内

容について合意の上、当該業務仕様書を作成するものとし、その仕様書に基

づく見積書を聴取し、随意契約の方法により契約を締結する。 

   なお、受託候補者との契約の協議が整わない場合には、次順位の者を受託

候補者として契約の協議を行う。ただし、選定委員会の審議により、当該業

務の内容に適合した履行の確保が見込めないと判断された場合には、次順位

の者との協議は行わない。次順位後の者も同様とする。 

 ２ 契約保証金 

   蒲郡市契約規則第２６条の規定による。 

 ３ 契約書作成の要否 

   要する。 

 ４ 支払条件 

   完了払いとする。 

第１０ その他 



 １ 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 ２ 参加表明及び提案に係る書類作成及び提出に要する費用は、提出者の負

担とする。 

 ３ 提出された書類は、返還しない。 

 ４ 提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用

しない。 

第１１ スケジュール 

  本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりである。 

   

実施内容 実施期日又は期日 

参加表明書の提出 令和６年５月７日（火）午後５時必着 

参加資格要件確認結果通知及

び提案書提出要請 

令和６年５月１５日（水） 

提案書の提出 令和６年６月１２日（水）午後５時必着 

プレゼンテーション等 令和６年６月１９日（水） 

提案書審査結果の通知 令和６年６月２６日（水） 

契約締結 令和６年７月１２日（金） 

 


